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北九州市告示第４１４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項及び第５３条第１項の規定に基づき、居宅サービス事業者及び居宅介護支援

事業者を指定したので、法第７８条及び第８５条の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成３０年１０月５日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

７０７４

１１００

ヘルパーサービ

スセンターらぐ

たいむ 

北九州市八幡西

区則松七丁目１

９番８号 

株 式 会 社 イ

ー ズ ラ イ フ

・ラボ 

平 成 ３ ０

年 １ ０ 月

１ 日 

２ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

４０５３

２１００

中井ケアプラン

センター 

北九州市小倉北

区日明三丁目５

番２－２０２号 

株 式 会 社 中

井 総 合ケ ア 

平 成 ３ ０

年 １ ０ 月

１ 日 
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北九州市告示第４１５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項及び第８２条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指定居宅

介護支援事業者から廃止の届出があったので、法第７８条及び第８５条の規定

により、次のとおり告示する。 

  平成３０年１０月５日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ３ ０

４２００

ヘルパーステー

ションわらべの

里 

北九州市小倉南

区大字志井１４

５９番地６ 

有 限 会 社 み

ど り 会 

平 成 ３ ０

年 ９ 月 ３

０ 日 

４ ０ ７ ０

６ ０ １ ７

８８００

ヘルパーステー

ション・ヴィラ

ノーヴァ 

北九州市八幡東

区天神町２番４

１号 

株 式 会 社 サ

ンヴィラ 

平 成 ３ ０

年 ９ 月 ３

０ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ３ ８

８１００

ケアライフＫＩ

ＤＯ 

北九州市八幡西

区茶屋の原三丁

目１５番１２号 

株 式 会 社 ケ

ア ラ イ フ Ｋ

Ｉ Ｄ Ｏ 

平 成 ３ ０

年 ９ 月 ３

０ 日 

２ 通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ３ ０

２６００

デイサービスセ

ンターわらべの

里 

北九州市小倉南

区大字志井１４

５９番地６ 

有 限 会 社 み

どり会 

平 成 ３ ０

年 ９ 月 ３

０ 日 

３ 居宅介護支援 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

１ ０ ２ ６

１３００

ケアプランセン

ター松原 

北九州市小倉南

区沼南町一丁目

３番７号 

株 式 会 社 つ

ば さ 

平 成 ３ ０

年 ９ 月 １

５ 日 

４ ０ ７ ０

４ ０ ４ ９

１０００

居宅介護支援事

業所りんくす 

北九州市小倉北

区田町１０番２

３－２０３号 

株 式 会 社 グ

リ ー ン ハ ウ

ス 

平 成 ３ ０

年 ９ 月 ３

０ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ １

００００

医療法人平田ク

リニック 

北九州市八幡西

区町上津役東二

丁目１９番５号 

医 療 法 人 平

田 ク リ ニ ッ

ク 

平 成 ３ ０

年 ９ 月 １

０ 日 
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北九州市告示第４１６号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条

第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の規

定により次のとおり告示する。 

  平成３０年１０月５日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

松永脳神経外科ク

リニック 

北九州市小倉北区下到津五丁目８

番２４－２０１号 

平成３０年１０

月１日 

立花歯科クリニッ

ク 

北九州市小倉南区曽根北町４番１

９号 

平成３０年１０

月１日 

綾部医院 北九州市八幡西区則松四丁目１６

番１１号 

平成３０年１０

月１日 

つくし循環器内科 北九州市戸畑区千防二丁目６番２

４号 

平成３０年１０

月１日 

２ 薬局   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

たまち薬局 北九州市小倉北区田町６番２９号 平成３０年１０

月１日 

大信薬局湯川店 北九州市小倉南区湯川一丁目１番

１６号 

平成３０年１０

月１日 

３ 訪問看護ステーション等  

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーシ

ョンすみれ 

北九州市門司区風師四丁目１２番

３１号 

平成３０年１０

月１日 
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北九州市告示第４１７号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１９

条の規定により指定医療機関から変更の届出があったので、同法第２４条第２

号の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年１０月５日 

北九州市長 北 橋 健 治  

指定医療機関の名称の変更 

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 変更年月日 

旧
医療法人阿部

クリニック 

北九州市小倉南区田原新町二丁目

３番８号 

平成３０年９月

４日 

新

医療法人海の

弘毅会北九州

腎臓クリニッ

ク 

旧

一枝みみ・は

な・のどクリ

ニック 

北九州市戸畑区一枝二丁目３番２

６号 

平成３０年９月

４日 

新
一枝クリニッ

ク 
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